
社会福祉法（抜粋） 

昭和 26 年 3 月 29 日 

法 律 第 4 5 号 

第２章 地方社会福祉審議会 

 

（地方社会福祉審議会） 

第７条 社会福祉に関する事項（児童福祉及び精神障害者福祉に関する事項を除く。）

を調査審議するため、都道府県並びに地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 252条

の 19 第 1 項の指定都市（以下「指定都市」という。）及び同法第 252条の 22 第 1 項

の中核市（以下「中核市」という。）に社会福祉に関する審議会その他の合議制の機

関（以下「地方社会福祉審議会」という。）を置くものとする。 

２ 地方社会福祉審議会は、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長の監督に属

し、その諮問に答え、又は関係行政庁に意見を具申するものとする。 

 

（委員） 

第８条 地方社会福祉審議会の委員は、都道府県又は指定都市若しくは中核市の議会の

議員、社会福祉事業に従事する者及び学識経験のある者のうちから、都道府県知事又

は指定都市若しくは中核市の長が任命する。 

 

（臨時委員） 

第９条 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、地方社会福祉審議会に臨時

委員を置くことができる。 

２ 地方社会福祉審議会の臨時委員は、都道府県又は指定都市若しくは中核市の議会の

議員、社会福祉事業に従事する者及び学識経験のある者のうちから、都道府県知事又

は指定都市若しくは中核市の長が任命する。 

 

（委員長） 

第１０条 地方社会福祉審議会に委員の互選による委員長一人を置く。委員長は、会務

を総理する。 

 

（専門分科会） 

第１１条 地方社会福祉審議会に、民生委員の適否の審査に関する事項を調査審議する

ため、民生委員審査専門分科会を、身体障害者の福祉に関する事項を調査審議するた

め、身体障害者福祉専門分科会を置く。 

２ 地方社会福祉審議会は、前項の事項以外の事項を調査審議するため、必要に応じ、

老人福祉専門分科会その他の専門分科会を置くことができる。 



（地方社会福祉審議会に関する特例） 

第１２条 第七条第一項の規定にかかわらず、都道府県又は指定都市若しくは中核市は、

条例で定めるところにより、地方社会福祉審議会に児童福祉及び精神障害者福祉に関

する事項を調査審議させることができる。 

２ 前項の規定により地方社会福祉審議会に児童福祉に関する事項を調査審議させる

場合においては、前条第一項中「置く」とあるのは、「、児童福祉に関する事項を調

査審議するため、児童福祉専門分科会を置く」とする。 

 

（政令への委任） 

第１３条 この法律で定めるもののほか、地方社会福祉審議会に関し必要な事項は、政

令で定める。 

 

 

社会福祉法施行令（抜粋） 

昭和 33 年 6 月 27 日 

法 律 第 1 8 5 号 

 

（民生委員審査専門分科会） 

第２条 民生委員審査専門分科会に属すべき委員は、当該都道府県又は指定都市若しく

は中核市の議会の議員の選挙権を有する地方社会福祉審議会（法*第七条第一項に規

定する地方社会福祉審議会をいう。以下同じ。）の委員のうちから、委員長が指名す

る。 

２ 民生委員審査専門分科会に属する委員がその職務上の地位を政党又は政治的目的

のために利用した場合は、当該委員について、委員長は、前項の規定による指名を取

り消すことができる。 

３ 民生委員審査専門分科会の決議は、これをもつて地方社会福祉審議会の決議とする。 

 

（審査部会） 

第３条 地方社会福祉審議会は、身体障害者の障害程度の審査に関する調査審議のため、

身体障害者福祉専門分科会に審査部会を設けるものとする。 

２ 審査部会に属すべき委員及び臨時委員は、身体障害者福祉専門分科会に属する医師

たる委員及び臨時委員のうちから、委員長が指名する。 

３ 地方社会福祉審議会は、身体障害者の障害程度に関して諮問を受けたときは、審査

部会の決議をもつて地方社会福祉審議会の決議とすることができる。 

 

*法＝社会福祉法（昭和 26年法律第 45号）



○熊本市社会福祉審議会条例〔健康福祉政策課〕 

平成１２年３月３０日 

条例第３３号 

改正 平成１２年９月１３日条例第４４号 

平成１７年３月２４日条例第２７号 

平成２３年１２月１９日条例第５４号 

平成２６年３月２５日条例第１４号 

平成２８年３月２４日条例第６号 

平成２９年３月２４日条例第２１号 

令和５年３月１５日条例第１６号 

（趣旨） 

第１条 この条例は、社会福祉法（昭和２６年法律第４５号。以下「法」という。）第７条

第１項の規定に基づき設置する熊本市社会福祉審議会（以下「審議会」という。）に関し、

法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（平１２条例４４・平２６条例１４・令５条例１６・一部改正） 

（調査審議事項の特例） 

第２条 法第１２条第１項の規定に基づき、審議会に児童福祉に関する事項を調査審議さ

せるものとする。 

２ 前項の調査審議をするために法第１２条第２項の規定により読み替えて適用される法

第１１条第１項の規定に基づき本市に設置される児童福祉専門分科会は、子ども・子育て

支援法（平成２４年法律第６５号）第７２条第１項に規定する合議制の機関として、同項

各号に掲げる事務についても処理するものとする。 

（平１２条例４４・平２９条例２１・一部改正） 

（組織） 

第３条 審議会は、委員５０人以内で組織する。 

（平２６条例１４・追加） 

（任期） 

第４条 委員の任期は、３年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

３ 臨時委員は、その者の任命に係る特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任

されるものとする。 



（平２６条例１４・旧第３条繰下・一部改正） 

（委員長の職務を行う委員） 

第５条 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理

する。 

（平２６条例１４・旧第４条繰下） 

（会議） 

第６条 審議会の会議（以下「会議」という。）は、委員長が招集する。 

２ 委員長は、委員の４分の１以上の者が、審議すべき事項を示して招集を請求したときは、

会議を招集しなければならない。 

３ 会議は、委員の過半数の者が出席しなければ、これを開くことができない。 

４ 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するとこ

ろによる。 

５ 臨時委員は、当該特別の事項に係る会議の場合には、前２項の規定の適用に当たっては、

委員とみなす。 

（平２６条例１４・旧第５条繰下） 

（専門分科会） 

第７条 法第１１条第２項の規定に基づき、審議会に、高齢者福祉に関する事項を調査審議

するための高齢者福祉専門分科会を置く。 

２ 各専門分科会（民生委員審査専門分科会を除く。）に属すべき委員及び臨時委員は、委

員長が指名する。 

３ 民生委員審査専門分科会に属すべき委員として委員長が指名する数は、１０人以内と

する。ただし、議会の議員のうちから指名される委員の数は、３人を超えてはならない。 

４ 各専門分科会に専門分科会長を置き、当該専門分科会に属する委員及び臨時委員（民生

委員審査専門分科会にあっては、委員）の互選により定める。 

５ 専門分科会長は、当該専門分科会の事務を掌理する。 

６ 専門分科会長に事故があるときは、専門分科会長があらかじめ指名する委員又は臨時

委員（民生委員審査専門分科会にあっては、委員）がその職務を代理する。 

（平１２条例４４・平１７条例２７・一部改正、平２６条例１４・旧第６条繰下・

一部改正） 

（非常勤） 

第８条 委員及び臨時委員は、非常勤とする。 



（平２６条例１４・旧第７条繰下） 

（庶務） 

第９条 審議会の庶務は、健康福祉局において処理する。 

（平２３条例５４・一部改正、平２６条例１４・旧第８条繰下、平２８条例６・一

部改正） 

（委任） 

第 10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定め

る。 

（平２６条例１４・旧第９条繰下） 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１２年４月１日から施行する。 

（熊本市地方社会福祉審議会の調査審議事項の特例に関する条例の廃止） 

２ 熊本市地方社会福祉審議会の調査審議事項の特例に関する条例（平成７年条例第７２

号）は、廃止する。 

附 則（平成１２年９月１３日条例第４４号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成１７年３月２４日条例第２７号）抄 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２３年１２月１９日条例第５４号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則（平成２６年３月２５日条例第１４号） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ この条例の施行の際現に臨時委員である者の任期については、なお従前の例による。 

附 則（平成２８年３月２４日条例第６号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則（平成２９年３月２４日条例第２１号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２９年４月１日から施行する。 



（熊本市子ども・子育て会議条例の廃止） 

２ 熊本市子ども・子育て会議条例（平成２５年条例第１５号）は、廃止する。 

附 則（令和５年３月１５日条例第１６号）抄 

この条例は、令和５年４月１日から施行する。



熊本市社会福祉審議会運営要綱 

 

               制定 平成 ８年 ４月 １日市民生活局長決裁  

               改正 平成１１年 ４月 １日健康福祉局長決裁 

                  （略） 

                  平成２２年 ４月 １日健康福祉局長決裁 

                  平成２４年 ３月２３日地域保健福祉課長決裁 

                  平成２４年 ８月３１日健康福祉政策課長決裁 

                  平成２６年 ８月 ４日健康福祉子ども局長決裁 

                  平成２７年 ８月 ３日市長決裁 

                  平成２８年 ４月 １日健康福祉政策課長決裁 

                  令和 元年 ７月 ９日健康福祉局長決裁 

                  令和 ２年１０月２６日健康福祉局長決裁 

                  令和 ５年 ３月２４日健康福祉局長決裁 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）第７条第１項の規定に基づい

て設置された熊本市社会福祉審議会（以下「審議会」という。）の運営に関して必要な事

項を定めるものとする。 

（専門分科会等） 

第２条 審議会に次の専門分科会を置く。 

(1) 身体障害者福祉専門分科会 

(2) 高齢者福祉専門分科会 

(3) 民生委員審査専門分科会 

(4) 児童福祉専門分科会 

(5) 地域福祉専門分科会 

２ 必要に応じ、専門分科会に審査部会その他必要な部会（以下「審査部会等」という。）

を置くことができる。 

（審査部会等） 

第３条 身体障害者福祉専門分科会、高齢者福祉専門分科会、児童福祉専門分科会及び地域

福祉専門分科会に審査部会等を置く。 

２ 審査部会等の決議は、これをもって審議会の決議とする。 

３ 審査部会等に、当該審査部会等に属する委員（臨時委員を含む。以下この条及び次条に

おいて同じ。）の互選により選出した部会長を置く。 

４ 部会長は、当該審査部会等の事務を掌握する。 

５ 部会長に事故があるときは、当該審査部会等に属する委員のうちから部会長があらか

じめその指名する委員が、その職務を代理する。 



（会議） 

第４条 審議会及び専門分科会並びに審査部会等の会議は、必要に応じ開催する。 

２ 次の各号のいずれかに該当する場合は、委員への書面の送付又は持ち回りによる審議

をもって会議による審議に代えることができる。 

(1) 会議を招集する暇がない場合 

(2) 会議を招集する必要がないと認められる案件を審議する場合 

(3) 前２号に掲げる場合のほか、会議を招集しないことについてやむを得ない理由のあ

る場合 

３ 委員は、書面をもって、議決権を行使することができる。 

４ 前項の規定により議決権を行使した委員は、会議に出席したものとみなす。 

（報告及び答申） 

第５条 審議会の委員長は、審議会の決定事項を市長に報告し、又は答申しなければならな

い。 

２ 専門分科会長は、当該専門分科会の決定事項を審議会の委員長に報告しなければなら

ない。 

３ 審査部会等は、当該審査部会等の決定事項をその属する専門分科会の専門分科会長

及び審議会の委員長に報告しなければならない。 

（庶務） 

第６条 審議会に係る庶務は、健康福祉政策課で行うものとする。 

（補則） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。 

附 則 

この要綱は、平成８年４月１日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、平成１１年４月１日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、平成１２年４月１日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、平成１４年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成１７年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

   附 則 



この要綱は、平成２４年９月１日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、平成２６年８月４日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、平成２７年８月３日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、令和元年７月９日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、令和２年１０月２６日から施行し、令和２年４月１日に遡及して適用する。 

   附 則 

 この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 


